
　各常任委員会は、９月15日、付託された特別会計決算等の２１案件（総務常任委員会６議案、民生

教育常任委員会７議案、産業建設常任委員会８議案）について審査を行いました。

　また、決算特別委員会（各会派から選出された委員で構成）は、９月17日、18日、24日、25日及び

29日の５日間で一般会計決算認定について慎重に審査を行いました。

　なお、委員会の主な審査内容は、次のとおりです。

《
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）》

・
観
光
協
会
支
援
事
業

問
　
日
本
橋
で
開
催
さ
れ
る
観
光

物
産
展
に
、
今
回
加
須
市
の
出
展

が
実
現
し
た
経
緯
は
。

答
　
全
国
的
な
規
模
の
イ
ベ
ン
ト

が
で
き
る
場
所
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
出
展
希
望
の
競
争
率
が
高
い

中
で
、
加
須
市
は
第
２
希
望
日
の

平
成
28
年
３
月
22
日
と
23
日
に
決

定
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

・
避
難
所
整
備
事
業

問
　
災
害
用
ビ
ブ
ス
及
び
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
ボ
ー
ド
の
配

布
数
は
。

答
　
災
害
用
ビ
ブ
ス
は
、
避
難
所

に
お
い
て
特
別
な
支
援
を
必
要
と

す
る
方
用
と
、
支
援
す
る
ス
タ
ッ

フ
用
と
し
て
、
計
41
箇
所
の
各
避

難
所
に
４
枚
ず
つ
配
布
し
ま
す
。

ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支

援
ボ
ー
ド
は
、
同
じ
く
計
41
箇
所

の
各
避
難
所
に
２
組
ず
つ
の
配
備

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
整
備
事
業

問
　
加
須
市
民
体
育
館
等
の
屋
根

防
水
工
事
期
間
中
の
使
用
は
。

答
　
今
回
は
屋
根
と
雨
ど
い
の
工

事
と
な
る
こ
と
か
ら
、
利
用
者
に

つ
い
て
の
影
響
は
無
い
が
、
来
場

者
の
安
全
対
策
に
つ
い
て
は
充
分

確
保
し
ま
す
。

《
加
須
市
個
人
番
号
の
利
用
及
び

特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る

条
例
》

問
　
市
の
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
対
策
に
お
い
て
、
住
基
シ
ス

テ
ム
と
情
報
系
を
ど
う
い
う
方
法

で
切
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

答
　
国
の
示
し
た
緊
急
対
策
と
し

て
、
住
基
シ
ス
テ
ム
に
接
続
さ
れ

て
い
る
端
末
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
設
定
す

る
と
と
も
に
、
住
基
情
報
を
扱
う

職
員
に
つ
い
て
は
、
他
の
端
末
で

も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
が
ら

な
い
よ
う
端
末
に
ロ
グ
イ
ン
す
る

際
の
Ｉ
Ｄ
に
よ
り
制
限
す
る
こ
と

と
し
、
二
重
の
規
制
を
し
て
い
ま

す
。
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総
務
常
任
委
員
会

民
生
教
育
常
任
委
員
会

１
議
案
　
可
決

６
議
案
　
認
定

５
議
案
　
可
決

１
議
案
　
認
定

《
加
須
市
小
学
校
就
学
前
子
ど
も

の
教
育
・
保
育
に
係
る
保
育
料
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
》

問
　
公
立
幼
稚
園
３
歳
児
保
育
料

の
設
定
の
根
拠
は
。

答
　
設
定
に
つ
い
て
は
、
先
に
定

め
た
公
立
幼
稚
園
４
歳
児
以
上
の

保
育
料
を
基
本
と
し
て
、
定
員
が

10
人
少
な
く
一
人
当
た
り
の
人
件

費
が
更
に
か
か
る
こ
と
や
４
、
５

歳
児
よ
り
も
支
援
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
考
慮
し
て
い
ま
す
。

《
国
民
健
康
保
険
事
業
決
算
認

定
》

問
　
高
額
療
養
費
の
中
で
、
人
工

透
析
者
数
は
。

答
　
国
保
加
入
者
で
は
平
成
26
年

度
は
１
３
０
人
、
平
成
25
年
度
は

１
２
６
人
、
平
成
24
年
度
は
１
３

１
人
と
、
年
間
約
１
３
０
人
前
後

で
す
。

《
後
期
高
齢
者
医
療
決
算
認
定
》

問
　
短
期
被
保
険
者
証
を
発
行
し

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
対
応

は
。

答
　
平
成
26
年
度
に
お
い
て
は
、

６
月
に
広
域
連
合
か
ら
届
い
た
対

象
者
リ
ス
ト
を
も
と
に
、
担
当
職

員
が
訪
問
等
に
よ
り
保
険
料
納
付

の
勧
奨
に
努
め
た
こ
と
か
ら
、
短

期
被
保
険
者
証
発
行
件
数
は
０
件

と
な
り
ま
し
た
。

《
介
護
保
険
事
業
決
算
認
定
》

問
　
要
介
護
認
定
者
数
及
び
認
定

者
の
う
ち
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
と

利
用
率
は
。

答
　
平
成
27
年
３
月
末
現
在
に
お

い
て
、
認
定
者
数
は
４
０
８
６

人
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
は
３
３

１
３
人
、
利
用
率
は
81
・
１
％
で

す
。

問
　
保
険
料
の
特
別
徴
収
と
普
通

徴
収
の
人
数
は
。

答
　
平
成
27
年
３
月
末
現
在
、
特

別
徴
収
は
２
万
４
４
５
２
人
、
普

通
徴
収
は
３
９
７
０
人
で
す
。

委員会の審議内容
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